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　←　平成３１年４月を令和２年４月に修正

資料④－２

令和2年度

燕市国民健康保険事業運営に関する

事 業 計 画

令和２年４月

健康福祉部 保険年金課
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1. 被保険者数の推移

2. 一人当たりの国保税調定額と収納率（現年課税分）の推移

ここで示す一人当たり国保税調定額は、本算定時の調定額を被保険者数の平均で除した金額

を表したものであり、国保税改定が実施された平成２５年度に２０％、平成２８年度に６％程

度上昇している。その後、国保制度改革に伴い平成３０年度と令和元年度に実施された国保税

保険の適用拡大の影響により大幅に減少した平成２８、２９年度と比べ、適用拡大以前の状態に

近い値となっている。令和元年度においても、同様の状況で推移する見込みではあるが、現在、

さらなる社会保険適用拡大が検討されており、今後の動向に注視する必要がある。

改定により、ピーク時の平成２９年度から６％程度減少している。

第１節 国民健康保険特別会計の現状及び見通し

各年度の平均被保険者数については、平成３０年度は前年度比で３．５％の減少となり、社会

国民健康保険事業を取り巻く環境は極めて厳しい状況にある。

このような状況の中、本計画は、国民健康保険事業運営の健全化（国保財政の収支不均衡の解

消等）を基本に、今後の事業運営にかかる様々な課題を整理し、対策を講じながら中長期的に安

定した事業運営を図ることを目的に策定するものである。

第２章 国民健康保険事業運営（特別会計）の現状と課題

第１章 事業運営の健全化と事業計画

国民健康保険制度は、国民皆保険体制の基盤となる制度として地域住民の健康保持を図り、生

活の安定に重要な役割を果たしているが、反面、少子高齢化の進展や医療費の増大などにより、

20,690 20,139 19,376 18,641 17,638 
16,618 16,030 15,506 15,069 

97.1%
97.3%

96.2% 96.2%

94.6%
94.2%

96.5%
96.7%

97.2%

92%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02

年度平均被保険者数の推移

被保険者数 前年比

増加率

（％）
人数

（人）

92,925

111,008 111,874

110,973

117,292
119,676

112,476
112,196 111,158

94.7%
94.4%

94.2%

93.9%

94.8%
94.7%

95.0%
95.0% 95.0%

93.0%

93.5%

94.0%

94.5%

95.0%

95.5%

80,000

90,000

100,000

110,000

120,000

130,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02

一人当たり本算定調定額と収納率（現年課税分）

本算定調定額 収納率

一人当たり

調定額（円）

収納率

（％）

保険税改定

（見込み） （見込み）

（※R01、02は見込み）

保険税改定 保険税改定 保険税改定

3



3. 一人当たりの保険給付費の推移

4. 財政状況（令和元年度までの財政見通し）

■　歳入-歳出

平成３０年度国保制度改革により、保険給付費のほぼ同額が県より交付されるため、前述の

ように、一人当たり保険給付費が高い水準で増加推移する現状にあっても、単年度実質収支が

赤字に陥ることはない見込みだが、翌々年度の事業費納付金額の増加に注意が必要となる。

935千円単年度実質収支 ▲ 5,057千円 ▲ 165,164千円 144,987千円 462,865千円 450,417千円 ▲ 179,265千円

年度末基金残高

令和元年度
決算

（決算見込み）

形式収支（決算額） 160,909千円 745千円 145,728千円 538,590千円 520,410千円 34,568千円

区分（科目） 25年度決算 26年度決算 27年度決算 28年度決算 29年度決算 30年度決算

125,100千円

や被保険者の高齢化による医療費増は現在も継続しており、特に平成２９年度以降は前年度比で

被保険者数、国保税及び事業費納付金等により決算見込みを試算すると、令和元年度は形式

収支で３４，５６８千円の黒字、単年度実質収支で９３５千円の黒字となる見込みである。

４％と高い水準での増加推移となっている。

一人当たりの保険給付費は毎年増加しており、平成２６年度までは前年度比２％程度の上昇で

推移していたが、「脳梗塞」、「その他の心疾患」等の高額レセプトの発生や新規高額薬剤の影

響により、平成２７年度の一人当たり保険給付費は前年度に対し８.８％と激増している。

平成３０年度国保制度改革により、医療費の急増が即座に市町村国保財政を悪化させることは

なくなったが、引き続き医療費の推移を注視して財政運営を行う必要がある。

その後、平成２８年度下半期以降の推移から先の医療費激増は収束したものの、医療の高度化

22,856千円 17,859千円 17,864千円 87,867千円 556,464千円 772,550千円 864,017千円

264,357
269,198

275,514

299,713

286,331

298,746

310,381

322,942

341,119

102.0% 101.8% 102.3%

108.8%

95.5%

104.3% 103.9% 104.0%

105.6%

85%

90%

95%

100%

105%

110%

240,000

260,000

280,000

300,000

320,000

340,000

360,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02

一人当たりの保険給付費の推移

保険給付費 伸び率
保険給付

費

（円）

伸び率

（％）

高額レセプトに

よる激増

（見込み） （見込み）
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国民健康保険事業運営の課題

高度化等を背景として、一人当たりの医療費は年々増加傾向にある。このため、歳出の大部分を

占める保険給付費全体が平成２４年度以降緩やかな減少カーブを描く一方で、国保の構造上、被

保険者に被用者保険が適用されない非正規雇用者や無収入者等の低所得者が多く含まれるため、

これに見合う財源の確保が難しい状況にある。

このような現状のなか、平成３０年度の国保制度改革に伴い、市町村国保は都道府県単位に広

域化となり、特に財政運営面では大きく改革されると共に、国による財政支援が拡充された。し

第２節

国民健康保険事業運営の対象となる被保険者数は減少傾向にあるものの、少子高齢化と医療の

かしながら、高齢者の加入割合は今後も増加の一途が想定されることや、担税力の低い低所得者

層の割合が高いこと等により、財源確保が現状より向上することは見込めないため、制度改革後

においても財政運営の厳しい状況は続くことが想定される。

　昨今の国保事業を取り巻く環境においては、今後の財政見通しは極めて不透明な状況下にあり

国保財政の安定的な運営に努めるには、これまで実施してきた各種の医療費適正化事業等を、保

険者が講じ得る対策として引き続き重点的に取り組んでいく必要がある。

165,965 160,909

745

145,728

538,590 520,410

125,100

34,568

▲ 69,769
▲ 5,057

▲ 165,164

144,987

462,865 450,417

▲ 179,265

93522,851 22,856
17,859

17,864

87,867

556,464

772,550

864,017

▲ 400,000

▲ 200,000

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01

形式収支繰越金・年度実質収と年度末基金残高

形式収支 実質単年度収支 年度末基金残高（千円）

（見込み）
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国民健康保険事業運営の健全化に向けた基本的な取り組み

国民健康保険税の収納率向上への取り組み

組みを実施していく。

①

②

現年度分の未納者に催告書を送付

③

査を実施

④

各種財産調査を行い差押え等の強制徴収を執行

⑤

⑥

の実施

第３章

第１節

国保税の収納状況は、以下のとおり推移している。

収納額 収納率 収納額 収納率 収納額 収納率

現年度課税分 滞納繰越分 合計
年度

26年度 1,744,407千円 94.2% 67,009千円 14.6% 1,811,416千円 78.4%

28年度 1,689,121千円 94.8% 80,367千円 17.2% 1,769,488千円 78.6%

29年度 1,628,136千円 94.7% 70,532千円 15.3% 1,698,668千円 77.9%

27年度 1,649,587千円

滞納の高額又は徴収困難な案件には、滞納整理室が中心となり滞納整理、処分を強化し、

93.9% 74,321千円 16.0% 1,723,908千円 77.6%

８月及び１２月、全滞納者を対象に催告書を一斉発送するとともに、出納閉鎖期前には

滞納繰越額の圧縮及び新規滞納者の早期把握と抑制を図るため、１０・１１月の納税推

進強化月間において集中的に文書と電話による催告、臨戸催告、徴収、納税相談、各種調

新潟県地方税徴収機構を活用した滞納整理の実施

令和２年度の目標収納率は、平成２９年度・３０年度の実績を基に現年度課税分は「９４％」

以上、滞納繰越分「１７％」以上、合計「７８％」以上とし、この目標の実現に向け下記の取り

【収納率向上に向けた取り組み】

納税の利便性の向上と納税機会の拡大のため、コンビニ納付、窓口延長を実施

76.8%30年度 1,487,201千円 95.0% 68,242千円 14.8% 1,555,443千円

納期内納付と収納率向上を図るため、広報紙、ホームページ、庁舎内の掲示パネルによ

る口座振替の案内やはがき版口座振替依頼書の送付、資格取得時における口座振替の勧誘
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第三者行為に関する取り組み強化について

よる被害に係る求償事務の取組強化について」（平成27年12月厚生労働省通知）により、各保険

者は、まず現状の取り組みを評価し、求償事務の改善を図るとともに、数値目標を定めて、計画

的に求償事務の取り組みを進めることにより、ＰＤＣＡサイクルを確立し、継続的に求償事務の

取り組み強化を図っていくこととしている。

これを受け、「被害届の自主的な提出率」と「市町村における被害届受理日までの平均日数」

について数値目標を定める。

1.

損害保険団体との覚書（平成28年3月締結）による効果が見られ、届出全体に占める損害保険

団体が提出を代行する割合が増えている。令和2年度の目標については、被保険者数の減少に伴

い、全提出件数は減る見込みがあるものの、「損害保険会社が提出を代行した被害届の件数」

の比率を多くなるように設定し、自主的な提出比率を概ね70％となるように設定した。

2.

令和元年度１月末実績においては平成３０年度実績と同じだが、令和元年度としては多くなる

見込みがある。令和２年度の目標も引き続き令和元年度目標値を設定した。

第２節

第三者による不法行為（第三者行為）による被害に係る求償事務については、「第三者行為に

被害届の自主的な提出率

内　　容

数値1 数値2 数値3 数値4 数値5

基準日

被害届の全
提出件数
(数値2＋数
値3＋数値5)

H31.3.31

H30年度実績 20件 10件 2件 60% 8件 H31.3.31

世帯主等が
自主的に提
出した被害
届の件数

損害保険会
社が提出を
代行した被
害届の件数

被害届の自
主的な提出
率
（数値2＋数
値3)/数値1

市町村の勧
奨により提
出された被
害届の件数

H30年度目標 20件 6件 6件 60% 8件

R2.3.31

R1年度1月末実績 11件 4件 5件 82% 2件 R2.1.31

R1年度目標 17件 8件 3件 65% 6件

R2.3.31

R2年度目標 14件 3件 7件 71% 4件 R3.3.31

R1年度実績見込 14件 5件 6件 79% 3件

市町村における被害届受理日までの平均日数

内　　容

数値1 数値2 数値3

基準日
被害届の全提出件
数
（指標1.の数値1
と同値）

国保利用開始日から
市町村における被害
届受理日までの総日
数

国保利用開始日から
市町村における被害
届受理日までの平均
日数
（数値2/数値1）

H30年度目標 20件 2,480日 124日 H31.3.31

H30年度実績 20件 1,728日 86日 H31.3.31

R１年度目標 17件 1,802日 106日 R2.3.31

R1年度1月末実績 11件 943日 86日 R2.3.31

R1年度実績見込 14件 1,323日 95日 R2.3.31

R2年度目標 14件 1,490日 106日 R3.3.31
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■燕市国民健康保険第２期データヘルス計画に基づき、特定健診データとレセプトデータを組み合

　 わせて構築した燕市医療データベースを最大限活用し、効率的かつ効果的な保健事業の実施を

 　図る。

1.

2. 柔道整復療養費の適正受診対策　　⇒　Ｈ25年度～継続事業

3. 多受診患者の実態把握と受診行動適正化　　⇒　Ｈ25年度～継続事業

4.

5.

第３節 保健事業について

ジェネリック医薬品の使用促進事業（差額通知）⇒　　Ｈ24年度～継続事業

生活習慣病等で長期にわたって服用し続けなければならない医薬品等について、切り替え可能

なジェネリック医薬品の情報（差額通知）を被保険者に提供する。

多受診（重複受診・頻回受診・重複服薬）は、医療費高額化の要因にもなっており、これら

の患者に対して正しい受診行動に導く保健指導は重要である。

そのためには効果的な保健事業となるように「多受診患者数とその傾向」を把握し、燕市で

実施する医療費分析をもとに対象者を特定し、看護師等の訪問を基本に保健指導を実施する。

慢性腎臓病（ＣＫＤ)進行予防事業　　⇒　Ｈ25年度～継続事業

国民医療費の伸びを上回る療養費の状況が問題となっている。療養費のなかでも大きなシェア

を占める柔道整復施術療養の適正化への取り組みの一環として、次の取り組みを実施する。

（１）被保険者に対する柔道整復療養費の医療費通知の徹底

（２）保険適用外施術等について、広報つばめ、ホームページ及びチラシ配布等での周知徹底

（３）多部位、長期又は頻度が高い施術を受けた被保険者への調査の実施

　　 〔令和２年度より新潟県国民健康保険団体連合会共同事業により実施〕

費の高騰抑制に繋げることを目的とする。⇒三次予防

　なお、平成２８年４月に国が策定した「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」に基づき事

業実施するとともに、県の要請により「平成２８年度厚生労働科学研究費補助金『糖尿病性

腎症重症化予防プログラム開発のための研究』」に県内では燕市が唯一参加しており、令和

重症化するまで自覚症状がほとんどなく、適正な治療を受けていない状況で突然「人工透

析」治療が必要となる「慢性腎臓病（ＣＫＤ)」対象者を、燕市医療データベースから特定

し、医療機関への受診勧奨を目的とした保健指導（保健師又は看護師による自宅訪問を基本）

を実施する。⇒二次予防

糖尿病性腎症重症化予防事業　　⇒　Ｈ26年度～継続事業

燕市医療データベースを基に、糖尿病から軽度の腎不全者を特定し、主治医との連携によ

２年度も引き続きこの研究に協力しながら研修会等にも参加する。

り、対象者に対して食事指導などの生活習慣改善プログラムを実施し、人工透析治療への移

行を遅延或いは阻止することで被保険者の生活の質（ＱＯＬ）の維持を図るとともに、医療
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6.

①集団健診の受診勧奨案内　＜ Ｈ27年度～ ＞

②追加健診の実施、及び受診勧奨案内　＜ Ｈ25年度～ ＞

7.

8.

9.

①残薬対策（節薬バッグ）事業

や、残薬の再利用により調剤費の節約につなげる。

　　　過去３年間の特定健診受診状況データを活用し、前年度未受診者を主体にそれぞれ被保険者

　　　の受診状況等に応じた内容（２パターン）の受診勧奨案内を集団健診開始前に送付

　　　集団健診未受診者を対象とした追加健診の機会を設け、対象者に受診勧奨の案内通知を送付

慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）進行予防事業　　　⇒　Ｈ27年度～継続事業

特定健診（集団健診）受診時に、喫煙或いは喫煙歴のある方を対象（非喫煙の希望者含む）に、

ＣＯＰＤ検診を実施する。魅力ある検診項目の提供により、受診率向上の効果を図る。

　５０歳以上の被保険者で、１か月に４剤以上処方(内服薬として長期処方)されている

者を対象に「節薬（せつやく）バッグ」を送付する。その他、窓口では希望者にも配

付。

　飲み残しや使いきれなかった薬（残薬）がある場合に、対象者は「節薬バッグ」に入

れて調剤薬局等にお薬手帳とともに持参する。薬局では残薬の量や使用期限を確認し、

再利用できる場合は医師に連絡し、今後の処方量を調整する。

○自宅訪問を基本に看護師等による医療機関への適正受診の保健指導

残薬・ポリファーマシー対策事業　　　⇒　Ｈ30年度～継続事業

被保険者の服薬管理の推進を図ることにより、残薬の誤飲や不適切服薬による副作用の防止

　考えられる者を対象にリスト作成

○燕市医療データベースを基に脳梗塞再発予防リストを作成・活用し指導対象者を特定

しいおり、医療費の高騰抑制に繋げる新たな対策が必要と捉え、脳梗塞を対象としたハイリスク

アプローチによる再発予防事業を平成２８年度に新規事業として取り組んだ。今年度も同様に継

続して実施する。

○脳梗塞既往歴のある者で直近４ケ月に（脳梗塞での）受診がない者など、再発リスクの高いと

○対象者　⇒　喫煙或いは喫煙歴のある者とし、非喫煙者も希望により受診可

　　　　　　　過去３年間の特定健診受診歴から「喫煙あり」の者へ受診勧奨案内を通知

○費用負担　⇒　無料

○検査方法　⇒　簡易スパイロメータ（ハイ・チェッカー）を用いた気流閉塞判定によるスク

　　　　　　　　リーニング検査

脳梗塞再発予防事業　　　⇒　Ｈ28年度～継続事業

平成２７年１月診療分の医療費から高騰状態が継続し、その要因追及のため医療費分析をした

結果、疾病別にみると脳梗塞の医療費増加額が最も高くなっていたため、国保財政運営が大変厳

特定健診受診率向上事業　⇒　Ｈ25年度～継続事業

燕市国保の特定健診受診率は、平成２０年度以降、毎年下降する一方の状況であったため、追

加健診や魅力ある検診の提供、また効果的な受診勧奨案内を行うなど、特定健診の受診率向上を

目的として事業を実施する。
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②ポリファーマシー（多剤投与等）適正化事業

　６０歳以上の被保険者で、１か月に６剤以上処方(内服薬として長期処方）されている

薬剤情報を抽出し、その対象となる被保険者（１,０００人）に『服薬情報のお知らせ』

を通知する。通知を受けた被保険者は、薬剤師もしくは医師に通知を持参し相談する。

　薬剤師が残薬、多剤併用、相互作用、重複服薬、副作用等のヒアリングを行い、処方

の変更が必要であれば、医療機関へ連絡あるいは服薬情報提供書等を作成し対象者に渡

す。医師は、通知等を基に処方の再構築・多剤併用等を改善・解消する。
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資料④ - 4

令和2年度燕市国民健康保険特別会計予算
（構成比グラフ）

総務費

118,192千円

(1.6%)

保険給付費

5,140,327千円

(71.1%)

国民健康保険事業費

納付金

1,835,619千円

(25.4%)

財政安定化基金拠出

金

1千円

(0.0%)保健事業費

107,474千円

(1.5%)
基金積立金

39千円

(0.0%)

諸支出金

15,470千円

(0.2%)

予備費

10,000千円

(0.1%)

諸収入

15,435千円

(0.2%)

繰越金

1千円

(0.0%)

繰入金

575,295千円

(8.0%)

財産収入

39千円

(0.0%)

県支出金

5,215,540千円

(72.2%)

国庫支出金

9,643千円

(0.1%)

使用料及び手数料

700千円

(0.0%)

国民健康保険税

1,410,469千円

(19.5%)

歳入歳出総額

7,227,122千円



令和2年度 令和2年度

当初予算 当初予算 最終予算 当初予算 当初予算 最終予算

金額 金額 金額 金額 金額 金額

1,410,469,000 1,470,225,000 1,470,225,000 ▲ 59,756,000 118,192,000 112,485,000 108,878,000 9,314,000

1,410,469,000 1,470,225,000 1,470,225,000 ▲ 59,756,000 105,696,000 98,234,000 94,627,000 11,069,000

01一般被保険者国民健康保険税 1,406,139,000 1,464,442,000 1,464,442,000 ▲ 58,303,000 01一般管理費 102,003,000 93,304,000 89,697,000 12,306,000

02退職被保険者等国民健康保険税 4,330,000 5,783,000 5,783,000 ▲ 1,453,000 02国民健康保険団体連合会負担金 3,693,000 4,930,000 4,930,000 ▲ 1,237,000

700,000 700,000 700,000 0 11,226,000 12,924,000 12,924,000 ▲ 1,698,000

700,000 700,000 700,000 0 01賦課徴収費 11,226,000 12,924,000 12,924,000 ▲ 1,698,000

01督促手数料 700,000 700,000 700,000 0 526,000 536,000 536,000 ▲ 10,000

9,643,000 1,000 1,000 9,642,000 01運営協議会費 526,000 536,000 536,000 ▲ 10,000

9,643,000 1,000 1,000 9,642,000 744,000 791,000 791,000 ▲ 47,000

01災害臨時特例補助金 1,000 1,000 1,000 0 01趣旨普及費 744,000 791,000 791,000 ▲ 47,000

01社会保障・税番号制度システム
    整備費補助金

9,642,000 0 0 9,642,000 5,140,327,000 4,961,443,000 5,030,050,000 110,277,000

5,215,540,000 5,051,382,000 5,119,109,000 96,431,000 4,459,751,000 4,349,633,000 4,397,360,000 62,391,000

5,215,539,000 5,051,381,000 5,119,108,000 96,431,000 01一般被保険者療養給付費 4,422,496,000 4,295,023,000 4,342,750,000 79,746,000

01保険給付費等交付金 5,215,539,000 5,051,381,000 5,119,108,000 96,431,000 02退職被保険者等療養給付費 1,500,000 17,588,000 17,588,000 ▲ 16,088,000

1,000 1,000 1,000 0 03一般被保険者療養費 24,714,000 25,823,000 25,823,000 ▲ 1,109,000

01財政安定化基金交付金 1,000 1,000 1,000 0 04退職被保険者等療養費 100,000 200,000 200,000 ▲ 100,000

39,000 28,000 59,000 ▲ 20,000 05審査支払手数料 10,941,000 10,999,000 10,999,000 ▲ 58,000

39,000 28,000 59,000 ▲ 20,000 659,349,000 591,904,000 611,904,000 47,445,000

01利子及び配当金 39,000 28,000 59,000 ▲ 20,000 01一般被保険者高額療養費 658,245,000 587,937,000 607,937,000 50,308,000

575,295,000 544,877,000 522,718,000 52,577,000 02退職被保険者等高額療養費 490,000 3,194,000 3,194,000 ▲ 2,704,000

514,972,000 544,876,000 522,717,000 ▲ 7,745,000 03一般被保険者高額介護合算療養費 525,000 647,000 647,000 ▲ 122,000

01一般会計繰入金 514,972,000 544,876,000 522,717,000 ▲ 7,745,000 04退職被保険者等高額介護合算療養費 89,000 126,000 126,000 ▲ 37,000

60,323,000 1,000 1,000 60,322,000 200,000 200,000 200,000 0

01財政調整基金繰入金 60,323,000 1,000 1,000 60,322,000 01一般被保険移送費 100,000 100,000 100,000 0

1,000 1,000 125,100,000 ▲ 125,099,000 02退職被保険者等移送費 100,000 100,000 100,000 0

1,000 1,000 125,100,000 ▲ 125,099,000 14,527,000 13,206,000 14,086,000 441,000

01繰越金 1,000 1,000 125,100,000 ▲ 125,099,000 01出産育児一時金 14,520,000 13,200,000 14,080,000 440,000

15,435,000 14,709,000 14,709,000 726,000 02審査支払手数料 7,000 6,000 6,000 1,000

6,106,000 6,106,000 6,106,000 0 6,500,000 6,500,000 6,500,000 0

01一般被保険者延滞金 6,000,000 6,000,000 6,000,000 0 01葬祭費 6,500,000 6,500,000 6,500,000 0

02退職被保険者等延滞金 100,000 100,000 100,000 0 1,835,619,000 1,871,443,000 1,871,443,000 ▲ 35,824,000

03一般被保険者加算金 3,000 3,000 3,000 0 1,218,739,000 1,257,782,000 1,257,782,000 ▲ 39,043,000

04退職被保険者等加算金 3,000 3,000 3,000 0 01一般被保険者医療給付費分 1,215,919,000 1,254,034,000 1,254,034,000 ▲ 38,115,000

9,329,000 8,603,000 8,603,000 726,000 02退職被保険者等医療給付費分 2,820,000 3,748,000 3,748,000 ▲ 928,000

01一般被保険者第三者納付金 5,000,000 5,000,000 5,000,000 0 449,230,000 450,894,000 450,894,000 ▲ 1,664,000

02退職被保険者等第三者納付金 1,000 50,000 50,000 ▲ 49,000 01一般被保険者後期高齢者支援金等分 448,563,000 449,898,000 449,898,000 ▲ 1,335,000

03一般被保険者返納金 2,510,000 1,510,000 1,510,000 1,000,000 02退職被保険者等後期高齢者支援金等分 667,000 996,000 996,000 ▲ 329,000

04退職被保険者等返納金 2,000 2,000 2,000 0 167,650,000 162,767,000 162,767,000 4,883,000

05雑入 1,816,000 2,041,000 2,041,000 ▲ 225,000 01介護納付金分 167,650,000 162,767,000 162,767,000 4,883,000

7,227,122,000 7,081,923,000 7,252,621,000 ▲ 25,499,000 1,000 1,000 1,000 0

1,000 1,000 1,000 0

01財政安定化基金拠出金 1,000 1,000 1,000 0

107,474,000 110,903,000 110,903,000 ▲ 3,429,000

50,817,000 51,749,000 51,749,000 ▲ 932,000

01特定健康診査等事業費 50,817,000 51,749,000 51,749,000 ▲ 932,000

56,657,000 59,154,000 59,154,000 ▲ 2,497,000

01保健衛生普及費 56,657,000 59,154,000 59,154,000 ▲ 2,497,000

39,000 28,000 91,467,000 ▲ 91,428,000

39,000 28,000 91,467,000 ▲ 91,428,000

01財政調整基金積立金 39,000 28,000 91,467,000 ▲ 91,428,000

15,470,000 15,620,000 29,879,000 ▲ 14,409,000

15,467,000 15,617,000 29,876,000 ▲ 14,409,000

01過年度支出金 151,000 301,000 14,560,000 ▲ 14,409,000

02一般被保険者保険税還付金 15,000,000 15,000,000 15,000,000 0

03退職被保険者等保険税還付金 100,000 100,000 100,000 0

04一般被保険者還付加算金 200,000 200,000 200,000 0

05退職被保険者等還付加算金 16,000 16,000 16,000 0

3,000 3,000 3,000 0

01延滞金 3,000 3,000 3,000 0

10,000,000 10,000,000 10,000,000 0

10,000,000 10,000,000 10,000,000 0

01予備費 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0

7,227,122,000 7,081,923,000 7,252,621,000 ▲ 25,499,000

最終予算比較
（R1→R2）

備考

01国民健康保険税 01総務費

燕市国民健康保険特別会計 予算比較表（R2⇔R1）

(歳入) (歳出)

款 項 目
最終予算比較
（R1→R2）

備考 款

令和元年度

01国民健康保険税 01総務管理費

02使用料及び手数料 02徴税費

01手数料

04県支出金

03国庫支出金

01国庫補助金 04趣旨普及費

02保険給付費

01療養諸費

01県補助金

03移送費

02財政安定化基金支出金

04出産育児一時金

05財産収入

01財産運用収入

06繰入金

01医療給付費分

01他会計繰入金

02基金繰入金

07繰越金

01繰越金

06基金積立金

01基金積立金

07諸支出金

05葬祭費

03国民健康保険事業費納付金

01財政安定化基金拠出金

05保健事業費

01特定健康診査等事業費

02雑入

02保健事業費

02延滞金

【合計】

【合計】

令和元年度

03運営協議会費

項 目

01予備費

08予備費

02後期高齢者支援金等分

02高額療養費

03介護納付金分

01償還金及び還付加算金

08諸収入

04財政安定化基金拠出金

01延滞金加算金及び過料

参考資料


